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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶接金属の成分として、質量％で、Ｃ：０．０４～０．１４％、Ｓｉ：０．０５～０．
４％、Ｍｎ：１．２～２．２％、Ｐ：０．０１％以下、Ｓ：０．０１％以下、Ｔｉ：０．
００３～０．０５％、Ａｌ：０．０２％以下、Ｎｉ：１．３～３．２％、Ｃｒ、Ｍｏ及び
Ｖの内の１種または２種以上：１～２．５％、Ｂ：０．００５％以下を含有し、残部がＦ
ｅ及び不可避的不純物からなり、溶接部の溶接金属中に粒内ベイナイトが存在することを
特徴とする溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
【請求項２】
　前記溶接部の溶接金属中の粒内ベイナイト分率が５０％以上であることを特徴とする請
求項１に記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
【請求項３】
　前記溶接金属中に少なくともＴｉを含有するＴｉ含有酸化物及び該Ｔｉ含有酸化物を核
としてその周辺に少なくともＭｎ硫化物が析出した複合粒子を含有することを特徴とする
請求項１または２の何れかに記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
【請求項４】
　前記Ｔｉ含有酸化物のサイズが、平均円相当径で０．０１～５μm であり、且つ、平均
密度１×１０3 個／ｍｍ2 以上で溶接金属中に存在することを特徴とする請求項１から３
の何れか１項に記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
【請求項５】
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　前記溶接金属のベイナイト・マルテンサイト分率が５０％以上であることを特徴とする
請求項１から４の何れか１項に記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
【請求項６】
　前記溶接金属の引張り強度が９００ＭＰａ以上を有することを特徴とする請求項１から
５の何れか１項に記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
【請求項７】
　質量％で、Ｃ：０．０３～０．１％、Ｓｉ：０．６％以下、Ｍｎ：１．７～２．５％、
Ｐ：０．０１５％以下、Ｓ：０．００３％以下、Ｔｉ：０．００５～０．０３％、Ｎｉ：
０．１～１％、Ｍｏ：０．１５～０．６％、Ｎｂ：０．０１～０．１％、Ａｌ：０．０６
％以下を含有し、さらに選択的に、Ｂ：０．００５％以下、Ｎ：０．００１～０．００６
％以下、Ｖ：０．１％以下、Ｃｕ：１％以下、Ｃｒ：０．８％以下、Ｃａ：０．０１％以
下、ＲＥＭ：０．０２％以下、Mg：０．００６％以下の内の１種または２種以上を含有し
、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなる鋼板をＵＯ工程で管状に成形し、その鋼板の突
き合わせ部の内外面からＣ：０．０１～０．１２％、Ｓｉ：０．３％以下、Ｍｎ：１．２
～２．４％、Ｔｉ：０．００５～０．１５％、Ｎｉ：４～８．５％、Ｃｒ、Ｍｏ及びＶの
内の１種または２種以上：３～５％を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなる溶
接ワイヤ－と焼成型もしくは溶融型フラックスを使用してサブマージドアーク溶接を行い
、その後、拡管を行うことを特徴とする溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、天然ガス・原油輸送用ラインパイプ等として用いられる低温靱性に優れ９００
ＭＰａ以上の引張り強度（ＴＳ）を有する超高強度鋼管に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、原油・天然ガスの長距離輸送方法としてラインパイプの重要性がますます高まって
いる。現在、長距離輸送用の幹線ラインパイプとしては米国石油協会（ＡＰＩ）規格Ｘ６
５が設計の基本になっており、実際の使用量も圧倒的に多い。しかし、高圧化による輸送
効率の向上、およびラインパイプの外径・重量の低減による現地施工能率の向上のため、
より高強度のラインパイプの開発が切望されている。これまでにＸ８０（引張強さ６２０
ＭＰａ以上）までのラインパイプの実用化がなされているが、さらにＸ１００（引張強さ
７６０ＭＰａ以上）を超える高強度のラインパイプに対するニーズが強くなってきている
。現在、超高強度ラインパイプ製造法の研究は、従来のＸ８０ラインパイプの製造技術（
例えば、ＮＫＫ技報No.138(1992), pp24-31 、およびThe 7th Offshore Mechanics and A
rctic Engineering (1988), Volume V, pp179-185)を基本に検討されているが、これでは
せいぜい、Ｘ１００（引張強さ７６０ＭＰａ以上）ラインパイプの製造が限界と考えられ
ている。現在、Ｘ１００を越える強度レベルの超高強度鋼板の製造法は、既に研究・報告
され、特許出願もされている（例えば、ＰＣＴ／ＪＰ９６／００１５５号、同００１５７
号）。しかしながら、このＸ１００を越える強度レベルの超高強度鋼板を用いて超高強度
ラインパイプを製造する場合には、母材の強度・低温靱性バランスを始めとして溶接金属
および溶接熱影響部（ＨＡＺ）の靱性、現地溶接性、継手軟化など多くの問題を抱えてお
り、実用化のためにはこれらの諸問題を克服する必要がある。
【０００３】
特に、超高強度（Ｘ１００超）ラインパイプを製造する場合には、溶接部の溶接金属は、
溶接後、凝固ままで使用され、また、溶接金属の靱性は、一般に強度の上昇とともに低下
するため、ラインパイプとしての溶接金属の所要低温靱性を確保することが大きな課題で
あった。
従来、超高強度厚板を溶接する際の溶接金属の低温靱性を向上させる方法としては、一般
に溶接ワイヤまたはフラックス等を用いることにより、溶接金属中に多量のＮｉを添加す
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る方法（溶接接合便覧（1990.9.3　丸善）p888）が知られている。また、溶接時の入熱量
を低く規制して低入熱の多層盛り溶接を行う方法（新日本製鐵Cat.No.EXE332(1973)p１～
69）も、従来から知られている。しかしながら、これらの方法は、高価な合金成分を使用
したり、溶接能率が低下するため、何れの方法もラインパイプの製造コストを増加させる
点で問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来技術の課題を鑑みて、特に溶接部の溶接金属の低温靱性に優れた引張
強さが９００ＭＰａ以上（ＡＰＩ規格Ｘ１００超）の超高強度鋼管およびその製造方法を
経済的な方法で提供するものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するものであって、その要旨とするところは、下記の通りで
ある。
　（１）溶接金属の成分として、質量％で、Ｃ：０．０４～０．１４％、Ｓｉ：０．０５
～０．４％、Ｍｎ：１．２～２．２％、Ｐ：０．０１％以下、Ｓ：０．０１％以下、Ｔｉ
：０．００３～０．０５％、Ａｌ：０．０２％以下、Ｎｉ：１．３～３．２％、Ｃｒ、Ｍ
ｏ及びＶの内の１種または２種以上：１～２．５％、Ｂ：０．００５％以下を含有し、残
部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、溶接部の溶接金属中に粒内ベイナイトが存在する
ことを特徴とする溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
　（２）前記溶接部の溶接金属中の粒内ベイナイト分率が５０％以上であることを特徴と
する上記（１）に記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
　（３）前記溶接金属中に少なくともＴｉを含有するＴｉ含有酸化物及び該Ｔｉ含有酸化
物を核としてその周辺に少なくともＭｎ硫化物が析出した複合粒子を含有することを特徴
とする上記（１）または（２）の何れかに記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管
。
　（４）前記Ｔｉ含有酸化物のサイズが、平均円相当径で０．０１～５μm であり、且つ
、平均密度１×１０3 個／ｍｍ2 以上で溶接金属中に存在することを特徴とする助基（１
）から（３）の何れか１項に記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
　（５）前記溶接金属のベイナイト・マルテンサイト分率が５０％以上であることを特徴
とする上記（１）から（４）の何れか１項に記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼
管。
　（６）前記溶接金属の引張り強度が９００ＭＰａ以上を有することを特徴とする上記（
１）から（５）の何れか１項に記載の溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管。
　（７）質量％で、Ｃ：０．０３～０．１％、Ｓｉ：０．６％以下、Ｍｎ：１．７～２．
５％、Ｐ：０．０１５％以下、Ｓ：０．００３％以下、Ｔｉ：０．００５～０．０３％、
Ｎｉ：０．１～１％、Ｍｏ：０．１５～０．６％、Ｎｂ：０．０１～０．１％、Ａｌ：０
．０６％以下を含有し、さらに選択的に、Ｂ：０．００５％以下、Ｎ：０．００１～０．
００６％以下、Ｖ：０．１％以下、Ｃｕ：１％以下、Ｃｒ：０．８％以下、Ｃａ：０．０
１％以下、ＲＥＭ：０．０２％以下、Mg：０．００６％以下の内の１種または２種以上を
含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなる鋼板をＵＯ工程で管状に成形し、その鋼
板の突き合わせ部の内外面からＣ：０．０１～０．１２％、Ｓｉ：０．３％以下、Ｍｎ：
１．２～２．４％、Ｔｉ：０．００５～０．１５％、Ｎｉ：４～８．５％、Ｃｒ、Ｍｏ及
びＶの内の１種または２種以上：３～５％を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物から
なる溶接ワイヤ－と焼成型もしくは溶融型フラックスを使用してサブマージドアーク溶接
を行い、その後、拡管を行うことを特徴とする溶接部の低温靱性に優れた超高強度鋼管の
製造方法。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の内容について詳細に説明する。
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本発明は、母材部及び溶接部ともに９００ＭＰａ以上の引張強さ（ＴＳ）を有し、且つ低
温靱性に優れた超高強度鋼管とその製造方法に関するものである。一般に、引張強さ（Ｔ
Ｓ）が９００ＭＰａ以上（ＡＰＩ規格Ｘ１００超）の超高強度ラインパイプ用鋼管では、
従来の主流であるＸ６５と較べて約２倍の圧力に耐えることができるため、同じサイズで
約２倍のガスを輸送することが可能になる。また、Ｘ６５の場合のように所要圧力の増加
に耐え得るために肉厚を厚くする必要がないために、Ｘ６５に比べてパイプライン敷設時
の材料費、輸送費、現地溶接施工費等の敷設費用の低下が可能となる。これが、近年、原
油・天然ガスの長距離輸送ラインパイプ用として９００ＭＰａ以上の引張強さ（ＴＳ）を
有する超高強度鋼管の重要性がますます高まっている理由である。
【０００７】
一方、高強度になる程、急激に鋼管の製造が困難になる。特に、９００ＭＰａ以上の引張
強さ（ＴＳ）を有する超高強度ラインパイプ用鋼管を製造する場合には、溶接部の溶接金
属部の低温靱性を確保することが困難となる。
鋼管のシーム溶接部も含めた強度・靱性等の目標特性を確保するための一つの評価基準と
して、シーム溶接部を含んだ円周方向の余盛り付き引張試験（バースト試験）において溶
接金属から破断せずに、管体から破断させ得ることが必須と考えられている。
【０００８】
一般に、溶接後、凝固ままで使用され鋼管溶接部の溶接金属の低温靱性は、強度の上昇と
共に低下するため、必要な低温靱性を確保するためには溶接金属の強度が規制される。本
発明者らの実験結果によれば、溶接金属の強度と低温靱性の関係は、図１に示すような関
係にあり、従来の高強度鋼管の溶接金属（○）では、例えば、－２０℃で８４Ｊのシャル
ピー吸収エネルギ－を満足する低温靱性を得るためには、溶接金属の強度を少なくとも１
０２５ＭＰａ未満に規制する必要があった。
【０００９】
そこで、本発明者らは、上記のような溶接金属の強度の増加にともなう溶接金属の靱性の
低下を抑制し、高強度で高靱性の溶接金属が得られる９００ＭＰａ以上（ＡＰＩ規格Ｘ１
００超）の超高強度ラインパイプ用鋼管の製造方法について、鋭意検討を重ねた。
その結果、溶接部の溶接金属の結晶粒内中に特定の介在物が存在すると、それを核として
後述する粒内ベイナイト組織（以下粒内ベイナイトという。）が生成し、粒内組織が細分
化されるため、結果的に、シャルピー破面単位が極めて小さくなり、溶接金属に靱性が向
上することを見いだした。また、粒内ベイナイトを生成させるための核となり得る介在物
としては、少なくともＴｉを含有するＴｉ含有酸化物（Ｔｉの他にＡｌ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｃ
ｒ，Ｍｇ，Ｃａ等を含有しても良い）とこのＴｉ含有酸化物を核としてその周辺に少なく
ともＭｎを含有するＭｎ含有硫化物（Ｍｎの他にＣａ，Ｃｕ，Ｍｇ等を含有しても良い）
が析出した複合粒子が有効であり、焼き入れ性が高い成分系の溶接金属中の結晶粒内にこ
れらの介在物が存在すると、これらを核にして粒内ベイナイトが生成することが判った。
【００１０】
ここで言う粒内ベイナイトとは、図２に示す低Ａｌ－高Ｔｉの高焼入れ成分系でＴｉ含有
酸化物またはこのＴｉ含有酸化物とＭｎ含有硫化物の複合粒子を核として放射状に生成さ
れるベイナイトであり、図３に示される従来の比較的高Ａｌ－低Ｔｉの高焼入れ成分系で
結晶粒界からベイナイトラスの成長により生成される通常のベイナイト組織と区別される
。
【００１１】
本発明者らの実験結果によれば、図１に示すように、粒内ベイナイトが顕著に存在してい
る溶接金属（●）は、従来の高強度鋼管の溶接金属（○）に比べて、粒内溶接金属の強度
の増加にともなう溶接金属の靱性の低下は抑制され、引張り強さが９００ＭＰａを超える
強度においても－２０℃でのシャルピー吸収エネルギーが１５０Ｊ以上の低温靱性に優れ
た溶接金属が得られることが判っている。
【００１２】
上記の溶接金属の結晶粒内のＴｉ含有酸化物あるいはこの酸化物とＭｎ含有硫化物の複合
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粒子から粒内ベイナイトが生成する理由については、次のように考えられる。Ｔｉ酸化物
は陽イオン空孔型の酸化物であるので、Ｍｎイオンを多く取り込む性質を有するため、粒
内にＴｉ含有酸化物が存在すると、その回りにＭｎ欠乏層を形成させるか、または、その
周囲にＭｎ含有硫化物を析出させてＴｉ含有酸化物とＭｎ含有硫化物の複合粒子を生成さ
せる。この場合、粒内にＴｉ含有酸化物が単独で存在する場合に比べて、Ｔｉ含有酸化物
とＭｎ含有硫化物の複合粒子として存在する方がその回りのＭｎ欠乏層の形成をより促進
する。溶接金属の粒内に存在するこのＭｎ欠乏層が、高温のオーステナイト相からフェラ
イトに変態する場合の粒内フェライト変態を促進させ、本発明の超高強度鋼管のように、
焼き入れ性が高い成分系で比較的冷却速度が早い条件では、フェライト変態後、直ちにベ
イナイト変態が生じ、粒内ベイナイトが生成する。このようなメカニズムにより粒内ベイ
ナイトが生成することにより結果的に粒内組織が細分化され、シャルピー破面単位が極め
て小さくなるため、溶接金属の靱性が向上するものと考えられる。
【００１３】
本発明では、溶接部の溶接金属の低温靱性を向上させるために、溶接金属中に粒内ベイナ
イトを生成させる必要がある。また、溶接金属の低温靱性を向上させるためには、粒内ベ
イナイト分率（溶接金属組織に占める粒内ベイナイトの面積率（％））が多ければ多い方
が好ましく、本発明では、その効果が充分に得られるために５０％以上とする。なお、粒
内ベイナイト分率を５０％以上とするには、Ｔｉ含有酸化物が存在する条件下で比較的冷
却速度が早い場合、例えば３０℃／ｓ～５℃／ｓの条件で達成することができる。
【００１４】
また、本発明では、溶接部の溶接金属中に粒内ベイナイトを生成させるために、溶溶接金
属中に少なくともＴｉを含有するＴｉ含有酸化物及び該Ｔｉ含有酸化物を核としてその周
辺に少なくともＭｎ硫化物が析出した複合粒子を含有させることが必要である。より好ま
しくは、溶接部の溶接金属中に存在するＴｉ含有酸化物のサイズは、平均円相当径で０．
０１～５μm の範囲とし、平均密度は、１×１０3 個／ｍｍ2 以上に規定すれば、粒内の
ベイナイト生成が促進され溶接金属の低温靱性を向上させる上で好ましい。なお、Ｔｉ含
有酸化物を上述した範囲とするには、サブマージアーク溶接における入熱を２．０～５．
０ＫＪ／ｍｍの条件で得ることができる。
【００１５】
また、溶接金属の引張り強度が９００ＭＰａ以上にするには、溶接金属のベイナイト・マ
ルテンサイト組織においてベイナイト・マルテンサイト分率を５０％以上とすることが好
ましい。
次に、本発明鋼管の溶接部の溶接金属の成分の限定理由について説明する。なお、以下に
示す％は、特に説明がない限りは、質量％を示すものとする。
【００１６】
Ｃ量は０．０４～０．１４％に限定する。Ｃは鋼の強度向上に極めて有効であり、マルテ
ンサイト組織において目標とする強度を得るためには、最低０．０４％は必要である。し
かし、Ｃ量が多すぎると溶接低温割れが発生しやすくなり、現地溶接部とシーム溶接が交
わるいわゆるＴクロス部のＨＡＺ最高硬さの上昇を招くので、その上限を０．１４％とし
た。より好ましくは、その上限値を０．１％とするのがよい。
【００１７】
Ｓｉはブローホール防止のために０．０５％以上は必要であるが、含有量が多いと低温靱
性を著しく劣化させるので、上限を０．４％とした。特に、内外面溶接や多層溶接を行う
場合、再熱部の低温靱性を劣化させる。
Ｍｎは優れた強度・低温靱性のバランスを確保する上で不可欠な元素であり、また、Ｍｎ
含有硫化物の介在物を生成し、粒内ベイナイトを生成させる。特に、粒内に陽イオン空孔
型のＴｉ含有酸化物が存在すると、そのＴｉ含有酸化物の周囲にＭｎ含有硫化物が析出し
、粒内のＭｎ含有硫化物の生成を促進し、粒内ベイナイトの生成を促進させる。これらの
効果を得られために、その添加量の下限を１．２％とする。しかし、Ｍｎが多すぎると偏
析が助長され、低温靱性を劣化させるだけでなく、溶接材料の製造も困難になるので、上
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限を２．２％とした。
【００１８】
Ｎｉは、焼き入れ性を高めて強度を確保するために、さらには、低温靱性を向上させるた
めに必要である。１．３％以下では目標の強度・低温靱性を得ることが難しいため、下限
を１．３％とする。一方、含有量が多すぎると高温割れの危険があるため上限は３．２％
とした。
Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖは、いずれも焼き入れ性を高め、高強度を得るために必要な元素であり、
これらの元素の内の１種または２種以上を１～２．５％の範囲で添加する。その含有量が
１％未満ではその効果が十分でないため、下限を１％とし、過度に多量添加すると低温割
れの危険が増すため上限を２．５％とした。
【００１９】
Ｂは微量で焼き入れ性を高め、溶接金属の低温靱性に有効なな元素であるが、含有量が多
すぎるとかえって低温靱性を劣化させるので含有範囲を０．００５％以下とした。
Ｔｉは粒内ベイナイトを生成させるＴｉ含有酸化物やこの酸化物とＭｎ含有硫化物の複合
粒子の介在物を生成させるために必須な成分であり、粒内にこれらの介在物を核として粒
内ベイナイトを生成させて溶接金属の低温靱性を向上させる。これらの効果を充分に得る
ためにその含有量の下限を０．００３％とする。また、Ｔｉが過度に多すぎるとＴｉ炭化
物が多く生成し、低温靱性を劣化させるのでその上限を０．０５％にした。
【００２０】
Ａｌは、脱酸成分として知られるが、Ａｌ2 Ｏ3 等の酸化物を生成するが、その酸化物は
、陰イオン空孔型酸化物であり、ＭｎＳ等のＭｎ含有硫化物との結合性が悪いため、本発
明では、粒内でのＭｎ含有硫化物の生成を阻害しないために出来る限り低くすることが望
ましい。そのために、本発明では、その含有量の上限を０．０２％に規定する。
【００２１】
また、本発明でＰ、Ｓは、溶接金属の低温靱性の劣化、低温割れ感受性の低減のために、
その含有量は低い方が望ましく、それぞれの上限を０．０１％とする。なお、溶接金属に
含まれる酸素量は２０ｐｐｍ以上であることが好ましい。
また、本発明では、上記成分の他に、溶接時の精錬・凝固を良好に行わせるために必要に
応じて、溶接金属中にはＺｒ、Ｎｂ、Ｍｇ等を添加させても良い。
【００２２】
次に本願発明の鋼管の製造方法について、以下に説明する。
本発明の鋼管は、鋼板をＵ形次いでＯ形に成形するＵＯ工程で製管し、突き合わせ部をア
ーク溶接にて仮付け溶接した後に内外面からサブマージドアーク溶接を行い、その後拡管
して真円度を高める製造方法にて効率良く製造することができる。
【００２３】
鋼板の製管時のサブマージドアーク溶接は母材の希釈率が大きい溶接であり、所望の特性
すなわち溶接金属組成を得るためには、母材の希釈を考慮した溶接材料の選択が必要であ
る。
以下に、本発明の鋼管の製造において用いられる溶接ワイヤ－の化学組成の限定理由を述
べる。なお、以下に示す％は、特に説明がない限りは、質量％を示すものとする。
【００２４】
Ｃは溶接金属で必要とされるＣ量の範囲を得るために、母材成分の希釈および雰囲気から
のＣの混入を考慮して０．０１～０．１２％とした。
Ｓｉは溶接金属で必要とされるＳｉ量の範囲を得るために、母材成分による希釈を考慮し
て０．３％以下とした。
Ｍｎは溶接金属で必要とされるＭｎ量の範囲を得るために、母材成分による希釈を考慮し
て１．２～２．４％とした。
【００２５】
Ｎｉは溶接金属で必要とされるＮｉ量の範囲を得るために、母材成分による希釈を考慮し
て４～８．５％とした。
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Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖは、これらの内の１種または２種以上の含有量が溶接金属で必要とされる
含有量の範囲を得るために、母材成分による希釈を考慮して３～５％とした。
【００２６】
Ｔｉは溶接金属で必要とされるＴｉ含有量の範囲を得るために、母材成分による希釈を考
慮して０．００５～０．１５％とした。
また、Ｐ、Ｓ、Ａｌは、不可避成分であり、本発明では、溶接金属の低温靱性の劣化を抑
制するために、極力少ない方が望ましく、Ｐ及びＳはそれぞれ０．０１％以下とし、Ａｌ
は０．０２％以下に規制する。
【００２７】
また、本発明では、溶接ワイヤー中のＢは、特に規定しないが、焼き入れ性成分として、
強度調整の必要に応じて微量添加しても良い。
また、溶接ワイヤー中に脱酸材として、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｇ等を添加させても良い。
なお、本発明では、溶接ワイヤを単極で使用するだけでなく、複数電極で用いて溶接する
ことが可能である。複数電極で溶接の場合は各種ワイヤーの組み合わせが可能であり、そ
れぞれのワイヤーが上記成分範囲にある必要はなく、それぞれのワイヤー成分と消費量か
らの平均組成が上記成分範囲にあればよい。
【００２８】
また、本発明の鋼管製造時のサブマージドアーク溶接において使用されるフラックスは焼
成型フラックスと溶融形フラックスに大別してされる。焼成型フラックスは合金添加が可
能で拡散性水素量が低い利点があるが、粉化しやすく繰り返し使用が難しい欠点がある。
一方、溶融型フラックスはガラス粉状で粒強度が高く、吸湿しにくい利点があり、拡散性
水素量が高い欠点がある。本発明では、工業的にどちらも本質的に使用可能である。
【００２９】
次に本発明の鋼管の製造に用いられる鋼板の成分の限定理由を述べる。
なお、以下に示す％は、特に説明がない限りは、質量％を示すものとする。
Ｃ量は、０．０３～０．１％に限定する。Ｃは鋼の強度向上に極めて有効であり、マルテ
ンサイト組織において目標とする強度を得るためには、最低０．０３％は必要である。し
かし、Ｃ量が多すぎると母材、HAZ の低温靱性や現地溶接性の著しい劣化を招くので、そ
の上限を０．１％とした。更に望ましくは上限は０．０７％が好ましい。
【００３０】
Ｓｉは脱酸や強度向上のために添加する元素であるが、多く添加するとHAZ 靱性、現地溶
接性を著しく劣化させるので、上限を０．６％とした。鋼の脱酸は後述のＡｌ、Ｔｉでも
十分可能であり、強度調整のためにこれらの添加量に応じて添加することが好ましい。
Ｍｎは本発明鋼のミクロ組織をマルテンサイト主体の組織とし、優れた強度・低温靱性の
バランスを確保する上で不可欠な元素であり、その下限は１．７％である。しかし、Ｍｎ
を多く入れすぎると鋼の焼き入れ性が増してHAZ 靱性、現地溶接性を劣化させるだけでな
く、連続鋳造鋼片の中心偏析を助長し、母材の低温靱性をも劣化させるので上限を２．５
％とした。
【００３１】
Ｎｉは、低炭素鋼板の強度を低温靱性を劣化させることなく向上させるために添加する。
Ｎｉは、ＭｎやＣｒ、Ｍｏ等の焼き入れ成分に比較して圧延組織（とくに連続鋳造鋼片の
中心偏析帯）中に低温靱性に有害な硬化組織を形成させることが少ないばかりでなく、０
．１％以上の微量の添加量でHAZ 靱性の改善が可能であることが判明した（HAZ 靱性上、
とくに有効なＮｉ添加量は０．３％以上である）。しかしその添加量が多すぎると、経済
性だけでなく、HAZ 靱性や現地溶接性を劣化させるので、その上限を１％とした。また、
Ｎｉ添加は、Ｃｕ含有鋼の連続鋳造時、熱間圧延時において発生するＣｕ割れの防止にも
有効である。この場合、ＮｉはＣｕ含有量の１／３以上添加する必要がある。
【００３２】
Ｍｏは、鋼板の焼き入れ性を向上させ、目的とするマルテンサイト主体の組織を得るため
に、０．１５％以上添加する。特にＢ添加鋼においてはＭｏの焼き入れ性効果が高まり、
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またＭｏとＮｂと共存させることにより制御圧延時にオーステナイトの再結晶を抑制し、
オーステナイトの組織微細化にも効果がある。しかし、過度に添加するとHAZ 靱性や現地
溶接性を劣化させ、さらにＢの焼き入れ性向上効果を低減させるため、その上限を０．６
％とする。
【００３３】
Ｎｂは、上記のＭｏと共存させることにより制御圧延時にオーステナイトの再結晶を抑制
して組織を微細化するだけでなく、析出硬化や焼入れ性増大にも寄与し、鋼板を強靱化す
る。特にＮｂとＢが共存すると焼入れ性向上効果が相乗的に高まる。本発明では、これら
の効果を得るために０．０１％以上添加する。しかし、Ｎｂ添加量が多すぎると、ＨＡＺ
靱性や現地溶接性に悪影響をもたらすので、その上限を０．１％とした。
【００３４】
Ｔｉは、鋼中で微細なＴｉＮを形成し、スラブ再加熱時およびＨＡＺのオーステナイト粒
の粗大化を抑制してミクロ組織を微細化し、母材およびＨＡＺの低温靱性を改善する。ま
た、Ｂの焼入れ性向上効果に有害な固溶ＮをＴｉＮとして固定する役割も有する。この目
的のために、Ｔｉ量は３．４Ｎ（各々重量％）以上添加することが望ましい。また、Ａｌ
量が少ない時（たとえば０．００５％以下）、Ｔｉは酸化物を形成し、ＨＡＺにおいて粒
内フェライト生成核として作用し、ＨＡＺ組織を微細化する効果も有する。このようなＴ
ｉＮの効果を発現させるためには、０．００５％以上のＴｉ添加が必要である。しかし、
Ｔｉ含有量が多すぎると、ＴｉＮの粗大化やＴｉＣによる析出硬化が生じ、低温靱性を劣
化させるので、その上限を０．０３％に限定した。
【００３５】
Ｐ、Ｓは、不可避的不純物元素であり、本発明では、母材およびＨＡＺの低温靱性をより
一層向上させるために、Ｐ、Ｓの含有量をそれぞれ０．０１５％、０．００３％以下に規
制する。Ｐ量の低減は連続鋳造スラブの中心偏析を軽減するとともに、粒界破壊を防止し
て低温靱性を向上させる。また、Ｓ量の低減は熱間圧延で延伸化するＭｎＳを低減して延
靱性を向上させる効果がある。
【００３６】
以上が本発明で使用する鋼板の基本成分であるが、さらに、選択的に以下のような成分を
以下の範囲で添加することが好ましい。
Ａｌは、通常脱酸材として鋼に含まれる元素で、組織の微細化にも効果を有する。しかし
、Ａｌ量が０．０６％を越えるとＡｌ系非金属介在物が増加して鋼の清浄度を害するので
、上限を０．０６％とした。しかし、上述の脱酸はＴｉあるいはＳｉでも可能であるため
、必ずしも必要なくこれらの使用によりその含有量を調整する。
【００３７】
Ｂは極微量で鋼の焼入れ性を飛躍的に高め、目的とするマルテンサイト主体の組織を得る
ために、非常に有効な元素である。さらに、ＢはＭｏの焼入れ性向上効果を高めると共に
、Ｎｂと共存して相乗的に焼入れ性を増す。一方、過剰に添加すると、低温靱性を劣化さ
せるだけでなく、かえってＢの焼入れ性向上効果を消失せしめることもあるので、その上
限を０．００５％とした。
【００３８】
Ｎは、ＴｉＮを形成しスラブ再加熱時およびＨＡＺのオーステナイト粒の粗大化を抑制し
て母材、ＨＡＺの低温靱性を向上させる。このために必要な最小量は０．００１％である
。しかし、Ｎ量が多すぎるとスラブ表面疵や固溶ＮによるＨＡＺ靱性の劣化、Ｂの焼入れ
性向上効果の低下の原因となるので、その上限は０．００６％に抑える必要がある。
【００３９】
Ｖ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｃａ、ＲＥＭ、Ｍｇは、本発明鋼の優れた特徴を損なうことなく、強度
・靱性の一層の向上や製造可能な鋼材サイズの拡大を図るために以下のように適量添加す
ることが出来る。
Ｖは、Ｎｂとほぼ同様の作用効果を有するが、その効果の程度はＮｂに比較して弱い。し
かし、超高強度鋼におけるＶ添加の効果は大きく、ＮｂとＶの複合添加は本発明鋼の優れ
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た特徴をさらに顕著なものとする。本発明では、その添加量の上限を鋼板のＨＡＺ靱性、
現地溶接性の点から０．１％に規定する。さらに上記の効果の点から０．０３～０．０８
％の添加がより望ましい範囲である。
【００４０】
Ｃｕは母材、溶接部の強度を増加させるが、多すぎるとＨＡＺ靱性や現地溶接性を著しく
劣化させる。このためＣｕは、その含有量の上限を１％として添加する。
Ｃｒは母材、溶接部の強度を増加させるが、多すぎるとＨＡＺ靱性や現地溶接性を著しく
劣化させる。このためＣｒ量は、その含有量の上限を０．８％として添加する。
【００４１】
ＣａおよびＲＥＭは、硫化物（ＭｎＳ）の形態を制御し、低温靱性を向上（シャルピー試
験の吸収エネルギーの増加など）させる。Ｃａの添加量が、０．００６％を超えたり、Ｒ
ＥＭの添加量が０．０２％を越えると、鋼中にＣａＯ－ＣａＳまたはＲＥＭ－ＣａＳが大
量に生成し、大型クラスター、大型介在物となり、鋼の清浄度を害するだけでなく、現地
溶接性にも悪影響をおよぼす。したがって、Ｃａ添加量の上限を０．００６％とし、ＲＥ
Ｍ添加量の上限を０．０２％に規定する。なお超高強度ラインパイプでは、Ｓ、Ｏ量をそ
れぞれ０．００１％、０．００２％以下に低減し、かつＥＳＳＰ＝（Ｃａ）〔１－１２４
（Ｏ）〕／１．２５Ｓを０．５≦ＥＳＳＰ≦１０．０とすることがより好ましい。
【００４２】
Ｍｇは、微細分散した酸化物を形成し、溶接熱影響部の粒粗大化を抑制して低温靭性を向
上させる。０．００６％を超えて添加すると、粗大酸化物を生成し逆に靭性を劣化させる
ために、０．００６％以下の範囲で添加する。
以上の個々の添加元素の限定に加えて、強度・低温靱性バランスを達成するために、さら
に、Ｐ＝２．７Ｃ＋０．４Ｓｉ＋Ｍｎ＋０．８Ｃｒ＋０．４５（Ｎｉ＋Ｃｕ）＋（１＋β
）Ｍｏ－１＋βで定まる焼き入れ性指標のＰ値を１．９≦Ｐ≦４．０の範囲に制限するこ
とが望ましい。但し、Ｂ≧３ｐｐｍではβ＝１、Ｂ＜３ｐｐｍではβ＝０。Ｐ値の下限を
１．９としたのは９００ＭＰａ以上の強度と優れた低温靱性を得るためである。また、Ｐ
値の上限を４．０としたのは優れたＨＡＺ靱性、現地溶接性を維持するためである。なお
、上述したＰ値とは焼き入れ性の指標を表すもので、Ｐが高くなるほど強度が大きくなり
、組織がベイナイト・マルテンサイト組織になり易いことを意味する。
【００４３】
【実施例】
次に、本発明の実施例について述べる。
３００トン転炉で表１に示す化学成分の超高強度鋼管用鋼を溶製後、連続鋳造鋼片とし、
その後１１００℃に再加熱後、８００～９００℃の温度での累積圧下量が８０％の仕上圧
延を行い、その後、８００℃から２００℃までを水冷して９００ＭＰａ以上の引張り強度
を有する１６ｍｍの鋼板を作製した。この鋼板を用いて、ＵＯ工程で管状に成形し、仮付
け溶接後、表２に示す種々の成分の溶接ワイヤ－およびフラックスを用いて、３電極、１
．７５ｍ／分、入熱２．２ｋＪ／ｍｍの溶接条件で内外面各１パスのサブマージドアーク
溶接を行い、その後１％の拡管を行った。表３には得られた鋼管の溶接部の溶接金属の化
学成分、組織及び特性を示す。
【００４４】
表３において、比較例Ｎｏ．１５～２９は、溶接金属の化学成分及び組織が本発明の範囲
から外れたものであり、以下のように本発明の目標とする溶接金属の強度または低温靱性
を満足することはできなかった。
実施Ｎｏ．１５，１７，２５は、Ｃ，Ｍｎ，Ｃｒ＋Ｍｎ＋Ｖの合計量がそれぞれ低いため
に溶接金属の強度が低くなった。
【００４５】
実施Ｎｏ．１６，１８，２６は、Ｃ，Ｍｎ，Ｃｒ＋Ｍｎ＋Ｖの合計量がそれぞれ高いため
に強度は非常に高くなったが、粒内ベイナイトが生成せずに溶接金属の低温靱性が劣化し
た。
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実施Ｎｏ．１９～２３は、Ａｌ含有量が高いためにＴｉ含有酸化物及びこれを核として析
出するＭｎ含有酸化物との複合粒子の生成が少なく、充分な粒内ベイナイトが生成せず、
低温靱性が劣化した。
【００４６】
実施Ｎｏ．２４は、Ｎｉ含有量が高すぎるために、強度は高いものの溶接後に高温割れを
生じた。
実施Ｎｏ．２７は、Ｔｉ含有量が少ないためにＴｉ含有酸化物及びこの酸化物とＭｎ含有
酸化物との複合粒子が充分に生成されず、粒内ベイナイトが充分生成されず低温靱性が劣
化した。
【００４７】
実施Ｎｏ．２８は、Ｔｉ含有量が多すぎるためにＴｉ炭化物が多量に生成し、低温靱性が
劣化した。
実施Ｎｏ．２９は、Ａｌ含有量が多すぎたためにＡｌ酸化物が増加し、Ｔｉ含有酸化物と
複合化したことによりＴｉ含有酸化物のサイズが大きくなり、充分な生成個数が得られず
粒内ベイナイトの生成が減少し、低温靱性が劣化した。
【００４８】
一方、発明例である実施Ｎｏ．１～１４は、溶接金属の成分組成及び組織ともに、本発明
範囲を満たしていつため、強度、低温靱性の特性に優れた超高強度鋼管の溶接金属が得ら
れた。
以上から、本発明によって、少なくとも－２０℃でのシャルピー吸収エネルギーが１５０
Ｊ以上であり、引張り強さが９００ＭＰａ以上の強度、低温靱性の特性に優れた超高強度
鋼管の溶接金属が得られることが判る。
【００４９】
【表１】
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【００５０】
【表２】
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【００５１】
【表３】
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【００５２】
【表４】
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【００５３】
【表５】
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【００５４】
【発明の効果】
本発明によれば、従来のように溶接金属中にＮｉ等のような高価な合金成分を使用したり
、低入熱多層盛溶接等の低能率の溶接法を用いなくとも、溶接金属中にＴｉ含有酸化物や
Ｔｉ含有酸化物とＭｎ含有硫化物の複合粒子を核として粒内ベイナイトを生成させること
により、９００ＭＰａを超える超高強度の鋼管においても優れた低温靱性（－２０℃での
シャルピー吸収エネルギーが１５０Ｊ以上）が得られる溶接部の低温靱性に優れた超高強
度ラインパイプ用鋼管の製造が可能となる。
【００５５】



(16) JP 4268317 B2 2009.5.27

本発明をラインパイプに適用することにより、長距離パイプラインの敷設コストは大幅に
低下し、世界的エネルギー問題解決に寄与できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術と本発明の超高強度鋼管の溶接金属の強度と靱性（－２０℃でのシャル
ピー吸収エネルギー）との関係を示す図である。
【図２】粒内ベイナイトが生成している組織を有する本発明による溶接金属組織を示す図
である。
【図３】粒内ベイナイトが生成しない組織を有する従来の溶接金属組織を示す図である。

【図１】 【図２】
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